
取手市空き店舗活用補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は，空き店舗の利用を通じてまちのにぎわいを創造し，もって地域経

済の発展に資するため，市内の空き店舗を活用して事業活動を行う者に対し，

予算の範囲内において取手市空き店舗活用補助金（以下「補助金」という。）を

交付することに関し，取手市補助金等交付規則（昭和４３年規則第２３号）に

定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。

（定義)

第２条 この要綱において，「空き店舗」とは，次の各号に掲げる要件のいずれにも該

当する市内の店舗であって，管理，補助的経済活動を行う事業所又は倉庫でないもの

をいう。

（１） 過去に営業していた実績があり，３か月以上営業が行われていない店舗

（大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）に規定する大規模小売

店舗内のものを除く。）

（２） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号），建築基準法（昭和２５年法律第

２０１号）その他の法令に違反していない店舗

（３） 賃貸借契約，売買契約その他店舗を使用するための契約を締結した日から６

か月を経過していない店舗

（補助対象事業）

第３条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は，次に掲げる要件

をいずれも満たす事業のうち，この要綱の趣旨に適合し市の商業環境の向上に資すると

認められるものとする。

（１）統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基準である日本

標準産業分類における次に掲げる産業のいずれかに該当し，かつ，個人客が直接

来店する業種の事業であること。

ア 織物・衣服・身の回り品小売業（中分類５７）

イ 飲食料品小売業（中分類５８）

ウ 機械器具小売業（中分類５９）

エ その他の小売業（中分類６０）

オ 飲食店（中分類７６）

カ 持ち帰り・配達飲食サービス業（中分類７７）

キ 洗濯・理容・美容・浴場業（中分類７８）

（２）次に掲げる事業に該当しないこと。

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号。以下「風俗営業法」という。）第２条第１項に規定する風俗営業



イ 風俗営業法第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業

ウ 風俗営業法第３３条第１項の規定による届出を要する酒類提供飲食店営業

エ 風俗営業法第３５条の２に規定する特定性風俗物品販売等営業

オ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関

する法律（平成１５年法律第８３号）第２条第２号に規定するインターネッ

ト異性紹介事業

カ アからオまでに掲げるもののほか，善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持並

びに青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止のため，補助対象事業か

ら除く必要があると特に市長が認める事業

（補助対象者）

第４条 補助金の交付を受けることができる者は，空き店舗において前条に規定する補

助対象事業を営もうとする個人又は法人であって，次に揚げる要件のいずれに

も該当するものとする。

（１）事業を営もうとする空き店舗において１年以上継続して営業することが見込まれ

かつ，週４０時間以上営業を行うこと。ただし，市長が特に適当と認める場合に

あってはこの限りでない。

（２）取手市商工会の会員であること（加入の意思がある場合を含む。）。

（３）市税を滞納していないこと。

（４）新たに補助対象事業を実施することにより，申請者が市内に存する店舗において

現に実施している事業が休業又は廃業とならないこと。

（５）申請者が個人である場合にあっては，次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

ア 申請者と空き店舗の賃貸人(賃貸人が法人である場合にあっては，当該法人の

代表者)が同一人でないこと。

イ 申請者と生計を一にする者又は同居の親族(配偶者又は 2 親等以内の血族若し

くは姻族をいう。以下同じ。)のうちに，空き店舗の賃貸人がいないこと。

ウ 申請者と空き店舗の賃貸人が雇用関係にないこと。

（６）申請者が法人である場合にあっては，次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

ア 申請者である法人の代表者と空き店舗の賃貸人(賃貸人が法人である場合にあ

っては，当該法人の代表者)が同一人でないこと。

イ 申請者である法人の代表者と生計を一にする者又は同居の親族のうちに，空き

店舗の賃貸人がいないこと。

ウ 申請者である法人の代表者と空き店舗の賃貸人が雇用関係にないこと。

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員で

ないこと。

（８）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７

号）第５条第１項の規定による処分を受けている団体又は当該団体に属する者で

ないこと。



（補助対象経費）

第５条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は，別表に規定する

店舗賃借料の経費とする。

２ 補助の条件は別表に定めるとおりとする。

３ 前項に定めるもののほか，市長は，補助金の交付に当たり，必要と認めるとき

は，当該補助金の交付に条件を付することができる。

（補助金の額）

第６条 補助金の額は，補助対象経費として現に要した額の２分の１の額とする。ただ

し，当該２分の１の額が別表に規定する上限額を超える場合にあっては，上限

額を補助金の額とする。

２ 前項の規定にかかわらず，交付する補助金の額に１，０００円未満の端数が生

じる場合にあっては，これを切り捨てるものとする。

３ 同一の補助対象者に対する補助金の交付は，1回に限る。ただし，第９条の規
定により年度を越えて引き続き補助金の交付を受けようとするときは，この限

りでない。

（補助金の申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は，空き店舗にお

いて営業を開始する前に，取手市空き店舗活用補助金交付申請書(様式第 1 号)

に次に掲げる書類を添え，市長に申請しなければならない。

（１） 市税の納税証明書

（２） 事業計画書（様式第２号）

（３） 空き店舗に係る賃貸借契約書の写し

（４） 付近の見取図

（５） 建物平面図

（６） 申請者が個人である場合にあっては，当該個人の住民票の写し

（７） 申請者が法人である場合にあっては，定款又はこれに準ずるもの

（８） 補助金に係る事業が許可認可等を要するものである場合にあっては営業許

可証又はそれに準ずる書類の写し

（９） 取手市商工会の会員であることを証する書類（申請時点において会員でない

場合にあっては，取手市商工会への加入申込書）の写し

（１０） 取手市商工会の推薦を受けていることが分かる書類

（１１） 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類

（補助金の交付決定）

第８条 市長は，前条の規定による申請を受けたときは，速やかにその内容を審査し，

補助金の交付を適当と認めるときは，取手市空き店舗活用補助金交付決定通知

書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。

２ 市長は，前項の規定による審査の結果，補助金の交付を不適当と認めるときは，



理由を付してその旨を設置者に通知するものとする。

（複数年度における補助金の交付申請等）

第９条 前条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）は，当該補助金の交付を受けた年度を越えて引き続き補助金を受け

ようとするときは，当該補助金の交付の決定のあった年度の翌年度の４月２０

日までに，第７条に規定する申請書を市長に提出しなければならない。この場

合において，市長は，適当と認めるときは，同条に規定する書類の全部又は一

部の添付を省略することができる。

２ 前条の規定は，前項の規定による申請に係る補助金の交付決定の手続きについて準

用する。

（補助事業の変更等）

第１０条 補助事業者は，当該決定を受けた後において，事業の計画を変更し，又は事

業を中止し，若しくは廃止しようとするときは，取手市空き店舗活用補助金

事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第４号）により市長に申請しなけ

ればならない。

２ 市長は前項の規定による申請を受けたときは，その内容を審査し，事業の計画の変

更又は事業の中止若しくは廃止について承認の可否を決定し，取手市空き店舗活用

補助金事業変更（中止・廃止）承認・（不承認）決定通知書（様式第５号）により補

助事業者に通知するものとする。

（実績報告）

第１１条 補助事業者は，営業を開始した日の属する月の翌月の初日から起算して１年

を経過したとき，又は事業を中止し，若しくは廃止したときは，その日から起算して

６０日を経過する日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の３月３１日

のいずれか早い日までに，取手市空き店舗活用補助金実績報告書(様式第６号)に次に

掲げる書類を添え，市長に報告しなければならない。

（１） 補助対象経費の領収書又は支払を証明する書類の写し

（２） 補助対象事業の実施状況が確認できる書類（写真等）

（３） 営業上の収支の状況が分かる書類の写し

（４） 前３号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの

（補助金の額の確定）

第１２条 市長は，前条の規定により実績報告書の提出があったときは，その内容を審

査し，第８条第１項の規定による補助金の交付の決定の内容及びこれに付し

た条件に適合すると認めるときは，交付すべき補助金の額を確定し，取手市

空き店舗活用補助金確定通知書（様式第７号）により補助事業者に通知する

ものとする。

（補助金の交付）

第１３条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は，補助金の交付を請求しようと



するときは，取手市空き店舗活用補助金請求書（様式第８号）を市長に提出

しなければならない。

２ 市長は，前項の請求書を受理したときは，速やかに補助金を交付するものとする。

（報告又は立入調査）

第１３条の２ 市長は，補助金の交付に関し必要があると認めるときは，補助事業者に

対し，報告を求め，又は立入調査を実施することができる。

（補助金交付決定の取消し）

第１４条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，補助金の交付決定の全部又

は一部を取り消すことができる。

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

（２） 補助金を他の用途に使用したとき。

（３） 補助事業を遂行することができなくなったとき。

（４） 前３号に掲げるもののほか，交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し，

又は従わなかったとき。

（補助金の返還）

第１５条 市長は，前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において，当

該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは，期限を定め

てその返還を命ずることができる。

（補則）

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。

付 則

この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。

附 則付 則（平成２５年告示第１４８号）

この要綱は，平成２５年８月１日から施行する。

付 則（平成３０年告示第６２号）

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。

付 則（令和４年告示第２４４号）

この要綱は，令和４年１０月２４日から施行する。

は公示付 則（令和６年告示第９１号）

この要綱は，令和６年４月１日から施行する。



別表（第５条，６条関係）

備考

補助対象経費のうち空き店舗が店舗併用住宅である場合における店舗賃借料は店

舗及び住宅の面積に応じて賃借料をあん分して算出するものとする。

店舗賃借

料

空き店舗（来客者用駐

車場を含む。）の賃借

料（敷金礼金保証金管

理費共益費その他こ

れらに類する費用を

除く。）

2分の 1以
内

月額５万円

（１）営業を開始した日

の属する月の翌月から１

年間に限る。

（２）同一の事業者及び

個人につき，補助金の交

付は１回に限る（第９条

の規定により年度を越え

て引き続き補助金の交付

を受けようとする場合を

除く。）。



様式第１号（第７条，第９条関係）

年 月 日

取手市長 殿

申請者 住 所

氏 名

電話番号

取手市空き店舗活用補助金交付申請書

取手市空き店舗活用補助金交付要綱第７条（第９条）の規定により， 年度

取手市空き店舗活用補助金の交付を下記のとおり受けたく，関係書類を添えて申請し

ます。

１ 補助金を活用して開設する店舗

２ 補助対象経費及び補助金申請額

賃借料（家賃）補助

３ 添付書類

□市税納税証明書 □誓約書 □事業計画書（様式第２号）
□賃貸借契約書の写し □付近の見取図 □建物平面図
□住民票の写し（個人の場合）
□定款又はこれに準ずるもの（法人の場合）
□補助金に係る事業が許可，認可等を要するものである場合は，営業許可証又はそれに準ずる書類の
写し

□取手市商工会の会員であることを証する書類
（申請時点において会員でない場合は，取手市商工会への加入申込書）の写し

□取手市商工会の推薦を受けていることが分かる書類
□その他市長が必要と認める資料

空 き 店 舗 の 所 在 地

店 舗 の 名 称

営 業 開 始 予 定 日 年 月 日

賃 貸 借 契 約 日 年 月 日

賃借料の月額（税抜） 円

補助金交付申請月額 円

補助金交付申請期間

年 月分から 年 月分まで（ 月）

（当該年度申請期間）

年 月分から 年 月分まで（ 月）

補 助 金 交 付 申 請 額 円



別紙

誓約書

私は，取手市空き店舗活用補助金交付要綱に基づく補助金の申請に当たり，

次の事項について確認し，及び誓約します。

なお，誓約した事項に偽りがあることが判明した場合には，交付された取手

市空き店舗活用補助金の全部又は一部を返還することに同意します。

■ 誓約事項

（１）次の事業に該当しないこと。

ア 風俗営業法第２条第１項に規定する風俗営業

イ 風俗営業法第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業

ウ 風俗営業法第３３条第１項の規定による届出を要する酒類提供飲食

店営業

エ 風俗営業法第３５条の２に規定する特定性風俗物品販売等営業

オ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等

に関する法律第２条第２号に規定するインターネット異性紹介事業

（２）市長が必要に応じ行う報告依頼，店舗の立入調査等に応じること。

（３）事業を営もうとする空き店舗において１年以上継続して営業すること。

（４）原則，週４０時間以上営業を行うこと。

（５）市税を滞納していないこと。

（６）現に市内の店舗で実施している事業が，休業又は廃業とならないこと。

（７）次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

ア 申請者と空き店舗の賃貸人（賃貸人が法人である場合にあっては，

当該法人の代表者）が同一人でないこと。

イ 申請者と生計を一にする者又は同居の親族のうちに，空き店舗の賃

貸人がいないこと。

ウ 申請者と空き店舗の賃貸人が雇用関係にないこと。

（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員でないこと。

（９）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第５条第１項の規

定による処分を受けている団体又は当該団体に属する者でないこと。

年 月 日

取手市長 殿

申請者 住所

代表者名



様式第２号（第７条関係）

事業計画書

補助金積算書

店 舗 名

代 表 者 氏 名

担 当 者 職 氏 名

店 舗 所 在 地

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

Ｅ - Ｍ ａ ｉ ｌ

従 業 者 数

事業所の主な業種

営 業 日 ・ 時 間

市 内 既 存 店 舗 店舗名： 所在地：

事 業 の 目 的

事 業 内 容

事 業 の 効 果

補助金額

の積算
賃借料補助

月額賃借料 月額補助金額 交付対象月数 補助金見込額

円 円 月 円



補助事業収支予算書（決算書）

１ 収入（資金調達内訳）

２ 支出

区 分 金 額 資金の調達先

自 己 資 金

借 入 金

補 助 金

そ の 他

合 計

経 費 区 分
補助事業に要する（要した）

経費
備 考

改 装 工 事 費

機械装置・器具購入費

その他の備品購入費

家 賃

人 件 費

原 材 料 仕 入 れ 費

そ の 他

合 計



様式第３号（第８条関係）

取まち発第 号

年 月 日

様

取手市長

取手市空き店舗活用補助金交付決定通知書

取手市空き店舗活用補助金交付要綱第８条第１項の規定により 年度

取手市空き店舗活用補助金の交付について下記のとおり決定したので通知し

ます。

記

１ 補助金の交付決定額 金 円

２ 補 助 の 条 件

（１） 補助事業の内容は補助金交付申請書に記載されているものとする。

（２） 補助事業の計画を変更し又は補助事業を中止し若しくは廃止する

ときは必ず市長の承認を受けること。

（３） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が

困難となった場合は市長に対しその理由を付して速やかに報告し

指示を受けること。

（４） 営業を開始した日の属する月の翌月の初日から起算して１年を経過し

たとき，又は事業を中止し，若しくは廃止したときは速やかに補助金

交付実績報告書を提出すること。

（５） 前各号に掲げるもののほかこの要綱の規定を遵守すること。

（６） 補助金の条件に違反した場合は補助金の交付決定を取り消し及び

既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることがある。



様式第４号（第１０条関係）

年 月 日

取手市長 様

住 所

申請者 氏 名

電 話

取手市空き店舗活用補助金に係る事業変更（中止・廃止）承認申請書

年 月 日付け取まち発第 号で補助金の交付が決定

された標記の事業について下記のとおり計画を変更（中止・廃止）したいので

取手市空き店舗活用補助金交付要綱第１０条の規定により関係書類を添えて

申請します。

補 助 年 度 年度 補助金の名称 取手市空き店舗活用補助金

事 業 所 名

事 業 所 所 在 地

変更（中止・廃

止 ） の 別
変更 ・ 中止 ・ 廃止

変 更 ・ 中 止

年 月 日
年 月 日

変更（中止・廃

止）の理由

変

更

の

場

合

変 更 事 項

変 更 前

変 更 後

添 付 書 類 変更内容が分かる書類



様式第５号（第１０条関係）

年 月 日

様

取手市長

取手市空き店舗活用補助金に係る事業変更（中止・廃止）承認（不承認）決

定通知書

年 月 日付けで申請のありました取手市空き店舗活用補

助金に係る事業変更（中止・廃止）承認申請は下記のとおり承認します（不

承認とします）ので取手市空き店舗活用補助金交付要綱第１０条第２項の規

定により通知します。

事 業 所 名

事 業 所 所 在 地

変更（中止・廃止）の別 変更 ・ 中止 ・ 廃止

変更（中止・廃止）年月日 年 月 日

変 更 事 項

（変更の場合）

不承認理由

（不承認の場合）



様式第６号（第１１条関係）

年 月 日

取手市長 殿

報告者 住 所

氏 名

電話番号

取手市空き店舗活用補助金事業実績報告書

取手市空き店舗活用補助金に係る事業について，次のとおり実績を報告します。

１ 開設した店舗について

２ 補助対象経費について

賃借料（家賃）補助

３ 添付書類

□補助対象経費の領収書又は支払を証明する書類の写し

□補助対象事業の実施状況が確認できる書類（写真等）

□営業上の収支の状況が分かる書類の写し

□その他市長が必要と認めるもの

店 舗 名

店 舗 所 在 地 取 手 市

営 業 開 始 日 年 月 日

補 助 金 交 付 決 定 額 円

事 業 実 施 期 間 年 月 日 か ら 年 月 日 ま で

賃 借 料 月額 円

賃 借 料 の

内 訳

店 舗

月額 円

店舗併用住宅の場合
店 舗 面 積 ㎡

住 宅 面 積 ㎡

駐 車 場 月額 円 台 数 台

補助対象事業に要した経費 円



様式第７号（第１２条関係）

取まち発第 号

年 月 日

様

取手市長

取手市空き店舗活用補助金交付確定通知書

年 月 日付け取まち発第 号で補助金の交付を決定し

た取手市空き店舗活用補助金については下記のとおり確定しましたので取手

市空き店舗活用補助金交付要綱第１２条の規定により通知します。

記

交付確定額 円



様式第８号 (第１３条関係 )

年 月 日

取手市長 様

住 所

請求者 氏 名

電 話

取手市空き店舗活用補助金交付請求書

年 月 日付け取まち発第 号で補助金の交付が確定

された取手市空き店舗活用補助金として下記の金額を取手市空き店舗活用補

助金交付要綱第１３条の規定により請求します。

補 助 金 交 付 決 定 額 円

補 助 金 交 付 確 定 額 円

補 助 金 交 付 請 求 額 円

補 助 金 振 込 先

金融機関名

支 店 名

口 座 番 号

区 分 １ 普通 ２ 当座

ふ り が な

口座名義人


